
（支障なし）

↓

工事施工

↓

工事完了

↓ ↓

（事業者） （県教教育委員会）

（無） （有）

↓

（無） （有） 工事完了

↓ ↓

工事施工

↓

工事完了

　

　

　

　

（工　事　立　会） （慎重工事）

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

調査承諾 工事着工

【県様式８の４】 ↓

↓ 工事完了

↓

↓

工事着工

↓

工事立会実施

　（市教育委員会）

↓

調査等完了報告 ↓

↓ ↓ （文化庁）

資料整理等 工事完了 ↓

↓

↓ ↓ （県教育委員会）
現地調査等完了報

告
埋蔵文化財発見通知 ↓

（市教育委員会） （法第100条）

↓ ↓ 調査報告書刊行

（事業者） （所管の警察署） 実績報告提出

工事着工 （発掘調査完了） （不許可）

↓ 出土品　譲与申請 ↓

工事完了 （下関市）

↓ ↓

（県教教育委員会）

↓ ↓

譲　与

　 ↓

　

凡例 事業者の対応項目 　 　 ↓

文書事務 　 　 （文化庁）

（市教育委員会）

（県教育委員会）

↓

（許可）

施工・完了

現状変更完了報告

（事業者）

↓

（市教育委員会）

調査実施決定通知（市教育委員会）

処分決定（許可・不許可）

調査委託契約（個人住宅建設等を除く）

発　掘　調　査　実　施　（　市　教　育　委　員　会）

↓

（県教育委員会）

発掘調査　（現地調査）　完了

↓

調　査　依　頼

【市様式７】

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事による発掘の届出（法９３条第１項

↓

指　示　・　勧　告

↓

（本　発　掘　調　査）

（　市　教　育　委　員　会　）

↓

（　県　教　教　育　委　員　会　）

工　事　中　遺　跡　発　見

（県教教育委員会）

（　市　教　育　委　員　会　）

↓ （史跡等指定地内の場合）

（事業者）

確認調査実施・結果報告　（市教育委員会）

埋蔵文化財分布

【市様式５・県様式６】

史跡現状変更許可申請（法第１２５条第１項）

史跡保護のための協議（事業者・市教育委員会）

【市様式８】

（市教育委員会）

↓

（事業者）

↓

立　会　調　　査　実　施

【市様式３・県様式４】 ↓

↓

　

（事業者）

（計画変更・確定）

（市教育委員会） ↓

↓ ↓ ↓

調査実施決定通知（市教育委員会） 試掘調査実施・結果報告

↓ ↓

調　査　承　諾

【市様式７の３】

調　査　依　頼

工事着工

（周知の埋蔵文化財包蔵地外の場合）

調査承諾

【県様式８の４】

↓ ↓

現状保存の為の協議　（事業者・市教育委員会） 取り扱い協議

【市様式７の１】

（試掘調査が必要な場合）

↓

 土木工事等事業計画の構想・立案

【市様式１－1（対市照会）】【市様式１－３・県様式１の１（対県照会）】

↓

遺跡地図との照合・現地確認・回答（市教育委員会）

↓

（市教育委員会）

↓

（工事立会・慎重工事相当）（確認調査が必要な場合）

埋蔵文化財分布の有無、及びその取扱いについての照会

（事業者）

↓

（周知の埋蔵文化財包蔵地内の場合）

埋蔵文化財の取り扱いに関する諸手続フローチャート（民間事業者向け）

（施工中の立会調査が必要な場合）

↓

↓

現状保存の為の協議（事業者・市教育委員会）

↓

遺跡発見の届出（法第９６条第１項）

※調査等によって、重要な遺構が発見さ
れた場合、現状保存のための調整を行う
場合があります。 

※許可権原
は、現状変更
の内容によっ
て異なります。 

可能な限り、早期の照会と、
調整の開始をお願いしま
す。 

史跡指定地内での行為については、軽微
なものを除き、現状変更等許可の申請が
必要です。許可がなければ、現状を変更
する行為は認められていません。 

地権者等には、権利
放棄をお願いしていま
す。 

個人専用住宅建設を除き、本 
発掘調査経費については、原則事
業者に負担の協力をお願いしてい
ます。 


